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呉市内の女性方に，警察官を名乗る男から

「詐欺にあわないため複数の通帳を

まとめておいた方がいい。」

「現金を裁判所に預けるので，現金を

引き出して準備しておくように。」

などと電話がありました。

この電話を信じた女性は，後日，自宅を訪問してきた

裁判所職員を名乗る男に，現金総額1,150万円を２回

に分けて手渡し，だまし取られてしまいました。

1,150万円被害の
特殊詐欺が発生！

被害にあわないために

警察官や裁判所が現金を預かることはありません。

☆このような電話がかかってきたらすぐに電話を切り，

すぐに１１０番通報しましょう。

☆家にいる時でも留守番電話に設定し，相手を確認

してから電話に出ましょう。


